債　権　者　一　覧　表（　　１枚のうち　１枚目）

＊「破産申立書の作成について」を読んでから記入して下さい。【取引内容 原因欄の記号Ａ:現金の借入れ，Ｂ:物品購入(ｸﾚｼﾞｯﾄを含む)，Ｃ:保証，Ｄ:その他(具体的に記載すること)】
	番号
	債　権　者　名
	債　権　者　住　所
	取　引　内　容
	使　　　途
	保　証　人
	　　現在の残元金

　　利息等合計

	　1
	アイク株式会社

大和支店
	神奈川県大和市大和南１－５－１４

永和大和ビル２階
	借入/購入日:平１２年９月５日
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　万　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　９９万　 　　　９６８５円

	2
	ディックファイナンス　株式会社
	神奈川県相模原市相模原４－２－２１

武田ビル５階
	借入/購入日･平１３年１２月２２日
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　万　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　３０万　 　　　５６１３円

	3
	ほのぼのレイク
	東京都台東区上野１－１９－１０

上野広小路会館・本館８階
	借入日平１３年１０月１９ 　日
原　　因：Ａ
借入総額 :　２１万５０００円　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　１５万　 　　　９０００円

	4
	モビット㈱
	東京都新宿区西新宿２－４－１
新宿ＮＳビル５階
	借入/･平１２年９月２８ 　日
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　４７万　 　　　５４円

	5
	プラット㈱
	東京都中央区日本橋２－１６－４
ＮＳビル７階
	借入/購入日:　不明
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　万　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　２０万　 　　　３５２２円

	6
	㈱武富士
	東京都品川区東五反田２－２－１５
富久屋ニッカ共同ビル４階
	借入/購入日:･平１１年８月８日
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　１０４万　 　　　５２９４円

	7
	㈱クレディア
	相模原市相模原２－３－１６
山崎ビル２階
	借入/購入日:･不明
原　　因：Ａ
借入総額 :不明　　　　　円
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　４９万　 　　　８２２８円

	8
	プロミス
小田急町田支店
	東京都町田市原町田６丁目１５番１号シャトー２１ビル２Ｆ
	借入/購入日:･平　不明
原　　因：Ａ
借入総額 :不明
	生活費
	■無・□有
氏名:
住所:
	　　 　４９万　 　　　１７５０円

	9
	
	
	借入/購入日:昭･平　 年　 月 　日

原　　因：

借入総額 :　　　　万　　　　　円
	
	□無・□有
氏名:
住所:
	　　 　万　 　　　円

	１0
	
	
	借入/購入日:昭･平　 年　 月 　日

原　　因：

借入総額 :　　　　万　　　　　円
	
	□無・□有
氏名:
住所:
	　　 　万　 　　　円

	
	小　　計
	億
	416万3146円　 

	債権者合計　　８　人(社)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現　在　の　残　金　額　合　計
	　　　億　４１６万３１４６円


　
上の表には、「借入日・借入総額」を書く欄がありますが、見てのとおり不明の場合が多いです。

その理由は、弁護士が破産の方向を決めてから、債権者に「債権の内容の開示」を求めると、
債権者の多くは詳しい取引経過を教えてくれません。

その為、不明と書かざるを得ないのです。
債務者自身がいつ頃借りたのか覚えている場合は、「平１１年6月ごろ」と書けばよいです。

「現在の残元金・利息等合計」は、利息制限法により引き直していません。

その理由は、ⅰ債権者が詳しい取引経過を教えてくれないので引き直し計算できないのと、
ⅱ破産の場合は正確な債務残高はあまり意味を持たないからです。
